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１０：００ ～ １８：００ 

図書コーナー  １７：００ まで 

※日曜日 １６：００ まで 
 

 
 

 
 

 

 

ぽぽらーと開館時間 

予告① 

 

印刷機やコピー機を設置し、低価格で提供しています。 

総会資料などを作成する際に、便利な自動紙折り機や裁断

機、大型ホチキスなどもあるので、町内会の方々にも利用

されています。 

また、テーブルコーナーでは、コーヒー（１杯１００円）も飲

め、本を読んだり、仲間たちと歓談もできます。 

最近はＢＧＭも流しており好評です。 

ぜひご利用ください。 

 
印刷機 

製版 Ａ4→50 円 Ｂ４→８０円 A３→100 円 

印刷 市民活動   →１面１円（用紙持込み） 

    市民活動以外 →１面 2 円（用紙持込み） 
     

 

自動紙折り機 

印刷機使用の場合３００枚まで無料 

その他３００枚ごと１００円 

 

 

ぽぽらーと は市民活動を支援する施設です。 

休館日 月曜（祝日の場合は翌平日） 

 

●12 月 28 日(水)…  

館内整理のため 13時より臨時休館  
 

●12 月 29 日(木)～１月３日(火)まで休館  
 

●１月９日（月・祝）…成人式のため臨時休館 
 

●１月 10 日(火)…祝日の振替のため休館 
 

と き 2012 年 ３月 9 日（金）・10 日（土） 

１０時 ～ １６時 

ところ 花川北コミュニティセンター 1Ｆロビー 

 
毎回好評の中古本リサイクル市を開催します。 

追って寄贈本のお願いをしますのでよろしくお願いいたします。 

12 月 13日（火）午後 6 時から「協働推進・市民

の声を聞く課」の主催で懇談会が「ぽぽらーと」を使

って開催されました。市内には NPO 法人は 18団体

あり内 11 団体が出席して、昨年 7月に会計基準の改

定、また、今年 6 月に、大震災などを契機に NPO 法

も「新たな公共」の受け皿として改正がされ、それに

より認定 NPO 法人がとりやすくなりました。また、

その認定 NPO 法人に寄付すると寄付者に優遇税制が

あるなど、寄付税制の仕組みの説明がありました。意

見交換の中では、地域の問題を解決するために作った

団体が税法上の法人市民税均等割りの支払いで苦慮す

るところがあり、事業内容はボランティアなのに、税

金を払うために、大変な思いをしているなどの意見が

出され、NPO 活動と税制の矛盾が生まれています。こ

れらの意見を反映して、税条例の改正や、さらに市独

自の認証NPO 法人の指定について等の課題もあり、ま

だ時間はかかりそうです。しかし、このように一同に

会し、NPO 関連の話し合いの場ができたことは 1歩前

進だと思いました。 
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報 告  「NPO法人の活動推進に係る懇談会」が開催されました 

http://popolart.net/

